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別記様式第 2 号 別添 

浜の活力再生プラン 
（第３期） 

 
１ 地域水産業再生委員会（ID：1105004） 

 

再生委員会の構成員 秋田県漁業協同組合、八峰町、男鹿市、潟上市、由利本荘市、にかほ

市、秋田県（農林水産部水産漁港課、水産振興センター） 

オブザーバー  

 

 

対象となる地域の範囲及び

漁業の種類 

南部地区（由利本荘市、にかほ市） 

1．底びき網 8 名 2．定置網 11 名 3．沖合刺網 23 名 

4．延縄・一本釣り 74 名 5．採貝藻 122 名 

6. 浅海刺網 67 名 

合計 305 名 

令和６年１２月時点 

 
２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

当該地域は、山形県境に位置し、鳥海国定公園などの豊饒な自然環境に恵まれ、尚且つ TDK

（株）に代表されるような工業も盛んであり、近年は観光にも注力している地域である。 

令和 5 年度の当該地域の漁業生産量は 740 トン、生産額は 608 百万円で、10 年前（平成 25
年度、1,903 トン、863 百万円）と比較して、生産量で 1,163 トン、生産額で 255 百万円の減少

となっている。また、組合員数も令和 5 年度が 248 名で 10 年前（平成 25 年度、307 名）と比

較して、59 名の減少となっている。 
漁獲量は減少傾向で、漁業用資材や燃油価格は高騰するなど漁業を取り巻く環境は厳しく、漁

業所得は減少しており、後継者不足の要因となっている。 

当該地域は、近年、ブランド化した「にかほ本ずわい」（ズワイガニ）を始めとする活魚出荷

にも注力しており、活魚出荷体制の構築が急務である。また、漁業者は船上での鮮度保持（血抜

き・神経抜き）に努めているものの、市場評価が不明瞭であるため、市場調査も含む流通対策が

課題となっている。経費削減としては、漁業セーフティーネット構築事業への加入促進や省燃油

につながるような航行速度の調整などに取り組んでいる。 

 

組織名 秋田県地域水産業再生委員会 

代表者名 会長 杉本 貢（秋田県漁業協同組合 代表理事組合長） 
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（２）その他の関連する現状等 

 由利本荘市は、広大な平野部で稲作が非常に盛んであり、高品質な米を生産していることが特

徴だ。農業においては、稲作だけでなく畜産業や施設園芸も発展しており、地域の食を多角的に

支えている。また、雄大な鳥海山や清流子吉川など豊かな自然景観に恵まれており、これらを活

かしたアウトドア活動など、観光産業のさらなる発展に取り組んでいる。 

 にかほ市は、鳥海山の麓に位置し、稲作を中心とした農業が基幹産業である。特に山麓部では、

山菜やきのこなど自然の恵みが豊富で、これらが地域の特産品として親しまれている。また、か

つて北前船の寄港地として栄えた歴史があり、当時の面影を残す街並みも地域の魅力となってい

る。自然と歴史を活かした観光振興にも力を入れている。 

 

 

 
３ 活性化の取り組み方針 

（１）前期の浜の活力再生プランにかかる成果及び課題等 

１ 漁業収入向上の取り組み 

（１）活締め・神経締め等の鮮度保持による魚価の向上 

 【成果】鮮度維持に取り組む漁業者も増加しており、一定の効果が出ている。 

 【課題】漁業者によって精度が異なるため、全体的な価値が期待しているほど上がっていない。 

（２）ブランドを活用した魚価の向上 

 【成果】「にかほ本ずわい」の PR を継続し実施し、単価の上昇につなげることができた。 

 【課題】既存のブランド魚種のＰＲに注力したため、新たなブランド魚種の着手には至らなか

った。 

（３）活魚水槽を活用した出荷調整及び活魚出荷推進による魚価の向上 

 【成果】時期ごとの状況にあった活用ができており、にかほ本ずわいやヒラメ、トラフグ、毛

ガニの活魚出荷を継続できている。 

 【課題】引き続き活魚水槽を有効に活用し、活魚出荷につなげる。 

（４）漁場清掃、海底耕耘などの漁場環境整備への取り組み 

 【成果】漁場環境整備に継続して取り組むとともに水域の監視及び情報収集も行った。 

 【課題】引き続き漁場環境整備や水域の監視・情報収集に努める。 

（５）新規就業者や乗組員の確保のため新たな就業モデルの構築 

 【成果】漁業スクールでの基礎的な漁業研修や就業後のフォローアップを実施し、新規就業者

の定着に努めた。 

 【課題】引き続き新規就業者が安定して漁業に従事できる環境を整えていく。 

 
２ 漁業コストを削減させるための取り組み 
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（１）減速航行や船底清掃の実施による経費削減 

 【成果】減速航行や船底清掃を継続して実施し、経費削減に努めた。 

 【課題】特になし。引き続き取り組みを継続する。 

 
（２）今期の浜の活力再生プランの基本方針 

１ 漁業収入向上のための取り組み 

（１）活締め・神経締め等の鮮度保持による魚価の向上 

 ①定置網漁業者は、ヒラメ、マダイ、ヤリイカ等の活締め及び神経締め処理の徹底することに

より、魚価の向上を図る。 

 ②活魚水槽等を活用している魚種等のブランド化に取り組み、魚価の向上を図る。 

（２）ブランドを活用した魚価の向上 

 ①底びき網漁業者は、「にかほ本ずわい」について、漁協やにかほ市等と協力し、県内外にそ

の魅力を発信する取り組みを継続する。 

（３）活魚水槽を活用した出荷調整及び活魚出荷推進による魚価の向上 

 ①底びき網漁業者は、活魚水槽を有効活用し、「にかほ本ずわい」やヒラメ等の活魚出荷増大

の取り組みを継続する。 

（４）販売促進による魚価の向上 

 ①漁業者と漁協は、道の駅での販売や直売、オンライン販売等を実施し、地産地消の推進や魚

食普及の PR により魚価の向上に取り組む。 

 ②漁協は、にかほ市の直売所を改築し、鮮度の高い地元産海産物の直売を行い、地産地消の推

進や消費拡大による所得の向上を図る。 

（５）漁場清掃、海底耕耘などの漁場環境整備への取り組み 

 ①底びき漁業者は、海底耕耘や海底清掃等に取り組み、漁場環境の改善に取り組む。 

 ②採貝藻漁業者は、磯根資源の再生を図るため、漁場清掃等に継続して取り組む。 

 ③採貝藻漁業者は、県水産振興センターと連携し、資源維持のため種苗放流を継続する。 

（６）養殖生産の拡大 

 ①漁業者は、漁港静穏域を有効活用した藻類養殖に取り組む。 

（７）海業による所得向上の取り組み 

 ①漁協と漁業者は、漁港施設の有効活用法を検討し、海業（漁港施設を活用した直売等）に取

り組むことで所得の向上を図る。 

 
２ 漁業コスト削減のための取り組み 

（１）経費削減の取り組み 

 ①全漁業者は、漁場までの往復航行速度を毎時２ノット減速することとし、燃油消費量の削減
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を目指す。 

 ②漁業者は、船底清掃を行い、付着物を取り除くことで燃費を良くし、燃油消費量の削減を目

指す。 

 ③漁協は、燃油高騰の影響緩和による漁業経営の安定化を図るため、漁業経営セーフティーネ

ット構築事業への加入を促進する。 

 ④漁協は、金浦地区において、安全かつ効率的に作業を行うため、新たな漁船上架施設を整備

する。 

 

３ 漁村の活性化のための取り組み 

（１）漁業人材育成・確保 

 ①漁協は、担い手の掘り起しを行うため、漁業スクール受講者や新規就業希望者を対象に基礎

的な漁業研修、就業後のフォローアップ等の就業モデル創出の取り組みを実施する。 

（２）デジタル化人材の育成 

 ①漁協は、県と協力して、デジタル化人材の育成に努め、デジタル化の取り組みに着手する。 

 
（３）資源管理に係る取り組み  

秋田県資源管理協定を履行することによって、漁獲努力量の削減・維持に努める。 

 また、近年アワビやナマコ等を狙った密漁が全国的に問題となっており、本県においてもアワ

ビやイワガキ等を狙った密漁が横行していることから、密漁防止啓蒙看板の設置等を行うととも

に、県をはじめ、関係機関と連携し、密漁の防止に取り組み、水産資源の保護を図る。 

  
（４）具体的な取り組み内容（毎年ごとに数値目標とともに記載） 

 1 年目（令和７年度）所得向上目標（基準年比）7.8％ 

漁業収入向上の

ための取り組み 

（１）活締め・神経締めなどの鮮度保持による魚価の向上 

 定置網漁業者は、ヒラメ、マダイ、ヤリイカ等の活締め及び神経締め処理

の徹底を継続する。 

（２）ブランドを活用した魚価の向上 

 当該地区初のブランド魚種である「にかほ本ずわい」の知名度向上に向け

た PR を強化し、県内外への売り込みを継続する。また、活魚水槽を活用して

いる魚種等のブランド化について協議するとともに、漁業者に対し有益な情

報を提供するバックアップ体制を構築する。 

（３）活魚水槽を活用した出荷調整及び活魚出荷推進による魚価の向上 

 底びき網漁業者は活魚水槽を活用した「にかほ本ずわい」やヒラメ等の活

魚出荷の増大の取り組みを継続する。 

（４）販売促進による魚価の向上 

 漁協と漁業者は、道の駅での販売や、直売、オンライン販売等の販路拡大
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の取り組みを実施し、地産地消の取り組みや県産品の PR を継続する。また、

漁協は、にかほ市の直売所の改築にむけて、検討を開始する。 

（５）漁場清掃、海底耕耘などの漁場環境整備への取り組み 

 底びき網漁業者は、漁場環境整備の取り組みを引き続き実施するとともに、

水域の監視及び情報収集に努める。 

 また、採貝藻漁業者も、磯根資源の再生を図るため、漁場の清掃等を継続

して取り組むとともに、県水産振興センターと連携し、適切な種苗放流の実

施を継続する。 

（６）養殖生産の拡大 

 漁業者は、漁港静穏域を有効活用し、藻類養殖の取り組みについて協議を

開始する。 

（７）海業による所得向上の取り組み 

 漁協と漁業者は、海業に取り組むため、漁港施設の有効活用法について協

議する。 

漁業コスト削減

のための取り組

み 

（１）経費削減の取り組み 

全漁業者は、漁場までの往復航行速度を毎時 2 ノット減速することとし、

燃油消費量の削減を図る。 

漁業者は船底、舵、プロペラの清掃を行い、付着物を取り除くことで、燃

費を良くし燃油消費量の削減を図る。 

漁協は、燃油高騰の影響緩和による漁業経営の安定化を図るため、漁業経

営セーフティーネット構築事業への加入を促進する。 

また、漁協は、金浦地区において、安全かつ効率的に作業を行うため、新

たな漁船上架施設を整備する。 

漁村の活性化

のための取り

組み 

（１）新規就業者や乗組員の確保のため新たな就業モデルの構築 

 漁協は、担い手の掘り起しを行うため、漁業スクール受講者や新規就業希

望者を対象に基礎的な漁業研修、就業後のフォローアップ等の就業モデル創

出の取り組みを引き続き実施する。 

（２）デジタル化人材の育成 

 漁協は、県と協力してデジタル化人材の育成について協議する。 
活用する支援措

置等 

水産業強化支援事業（国） 

漁村再生交付金事業（国） 

漁場生産力・水産多面的機能強化対策事業（国） 

経営体育成総合支援事業（国） 

漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 
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2 年目（令和８年度）所得向上目標（基準年比）8.6％ 

漁業収入向上の

ための取り組み 

（１）活締め・神経締めなどの鮮度保持による魚価の向上 

 定置網漁業者は、ヒラメ、マダイ、ヤリイカ等の活締め及び神経締め処理

の徹底を継続する。 

（２）ブランドを活用した魚価の向上 

 当該地区初のブランド魚種である「にかほ本ずわい」の知名度向上に向け

た PR を強化し、県内外への売り込みを継続する。また、漁協と漁業者は、前

年に構築したバックアップ体制の下、活魚水槽を活用した魚種のブランド化

を図る。 

（３）活魚水槽を活用した出荷調整及び活魚出荷推進による魚価の向上 

 底びき網漁業者は、活魚水槽を活用した「にかほ本ずわい」やヒラメ等の

活魚出荷の増大の取り組みを継続する。 

（４）販売促進による魚価の向上 

漁協と漁業者は、道の駅での販売や、直売、オンライン販売等の販路拡大の

取り組みを実施し、地産地消の取り組みや県産品の PR を継続する。また、漁

協は、にかほ市の直売所の改築にむけて、検討を継続する。 

（５）漁場清掃、海底耕耘などの漁場環境整備への取り組み 

 底びき網漁業者は、漁場環境整備の取り組みを引き続き実施するとともに、

水域の監視及び情報収集に努める。 

 また、採貝藻漁業者も、磯根資源の再生を図るため、漁場の清掃等を継続

して取り組むとともに、県水産振興センターと連携し、適切な種苗放流の実

施を継続する。 

（６）養殖生産の拡大 

 漁業者は、藻類養殖の取り組みについて協議を継続する。 

（７）海業による所得向上の取り組み 

 漁協と漁業者は、海業に取り組むため、漁港施設の有効活用法について引

き続き協議する。 

漁業コスト削減

のための取り組

み 

（１）経費削減の取り組み 

全漁業者は、漁場までの往復航行速度を毎時 2 ノット減速することとし、

燃油消費量の削減を図る。 

漁業者は船底清掃を行い、付着物を取り除くことで、燃費を良くし燃油消

費量の削減を図る。 

漁協は、燃油高騰の影響緩和による漁業経営の安定化を図るため、漁業経

営セーフティーネット構築事業への加入を促進する。 

また、漁協は整備した上架施設を適切に管理・活用し、作業の効率化や安

全性の確保に努める。 
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漁村の活性化

のための取り

組み 

（１）新規就業者や乗組員の確保のため新たな就業モデルの構築 

 漁協は、担い手の掘り起しを行うため、漁業スクール受講者や新規就業希

望者を対象に基礎的な漁業研修、就業後のフォローアップ等の就業モデル創

出の取り組みを引き続き実施する。 

（２）デジタル化人材の育成 

 漁協は、県と協力してデジタル化人材の育成のための研修等の実施を検討

する。 
活用する支援措

置等 
水産業強化支援事業（国） 

漁村再生交付金事業（国） 

漁場生産力・水産多面的機能強化対策事業（国） 

経営体育成総合支援事業（国） 

漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

 
 
 3 年目（令和９年度）所得向上目標（基準年比）7.7％ 

漁業収入向上の

ための取り組み 

（１）活締め・神経締めなどの鮮度保持による魚価の向上 

 定置網漁業者は、ヒラメ、マダイ、ヤリイカ等の活締め及び神経締め処理

の徹底を継続する。 

（２）ブランドを活用した魚価の向上 

 当該地区初のブランド魚種である「にかほ本ずわい」の知名度向上に向け

た PR を強化し、県内外への売り込みを継続する。また、漁協と漁業者は、創

出したブランド魚種について関係者を交えて評価を行う。 

（３）活魚水槽を活用した出荷調整及び活魚出荷推進による魚価の向上 

 底びき網漁業者は、活魚水槽を活用した「にかほ本ずわい」やヒラメ等の

活魚出荷の増大の取り組みを継続する。 

（４）販売促進による魚価の向上 

 漁協と漁業者は、道の駅での販売や、直売、オンライン販売等の販路拡大

の取り組みを実施し、地産地消の取り組みや県産品の PR を継続する。また、

漁協は、にかほ市の直売所の改築にむけて、検討を継続する。 

（５）漁場清掃、海底耕耘などの漁場環境整備への取り組み 

 底びき網漁業者は、漁場環境整備の取り組みを引き続き実施するとともに、

水域の監視及び情報収集に努める。 

 また、採貝藻漁業者も、磯根資源の再生を図るため、漁場の清掃等を継続

して取り組むとともに、県水産振興センターと連携し、適切な種苗放流の実

施を継続する。 

（６）養殖生産の拡大 
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 漁業者は、藻類養殖の取り組みについて着手する。 

（７）海業による所得向上の取り組み 

 漁協と漁業者は、前年度までに協議した内容の中から、実現可能なものを

試験的に実施する。 

漁業コスト削減

のための取り組

み 

（１）経費削減の取り組み 

全漁業者は、漁場までの往復航行速度を毎時 2 ノット減速することとし、

燃油消費量の削減を図る。 

漁業者は船底清掃を行い、付着物を取り除くことで、燃費を良くし燃油消

費量の削減を図る。 

漁協は、燃油高騰の影響緩和による漁業経営の安定化を図るため、漁業経

営セーフティーネット構築事業への加入を促進する。 

また、漁協は整備した上架施設を適切に管理・活用し、作業の効率化や安

全性の確保に努める。 

漁村の活性化

のための取り

組み 

（１）新規就業者や乗組員の確保のため新たな就業モデルの構築 

 漁協は、担い手の掘り起しを行うため、漁業スクール受講者や新規就業希

望者を対象に基礎的な漁業研修、就業後のフォローアップ等の就業モデル創

出の取り組みを引き続き実施する。 

（２）デジタル化人材の育成 

 漁協は、県と協力してデジタル化人材の育成のための研修等を実施する。 
活用する支援措

置等 

水産業強化支援事業（国） 

漁村再生交付金事業（国） 

漁場生産力・水産多面的機能強化対策事業（国） 

経営体育成総合支援事業（国） 

漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

 
 4 年目（令和 10 年度）所得向上目標（基準年比）9.4％ 

漁業収入向上の

ための取り組み 

（１）活締め・神経締めなどの鮮度保持による魚価の向上 

定置網漁業者は、ヒラメ、マダイ、ヤリイカ等の活締め及び神経締め処理

の徹底を継続する。 

（２）ブランドを活用した魚価の向上 

 当該地区初のブランド魚種である「にかほ本ずわい」の知名度向上に向け

た PR を強化し、県内外への売り込みを継続する。また、漁協と漁業者は、前

年実施した評価をもとに改善点を見直すとともに、販売促進や知名度向上の

取り組みを実施する。 

（３）活魚水槽を活用した出荷調整及び活魚出荷推進による魚価の向上 

 底びき網漁業者は活魚水槽を活用した「にかほ本ずわい」やヒラメ等の活
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魚出荷の増大の取り組みを継続する。 

（４）販売促進による魚価の向上 

 漁業者と漁協は、道の駅での販売や、直売、オンライン販売等の販路拡大

の取り組みを実施し、地産地消の取り組みや県産品の PR を継続する。また、

漁協は、にかほ市の直売所の改築に着手する。 

（５）漁場清掃、海底耕耘などの漁場環境整備への取り組み 

 底びき網漁業者は、漁場環境整備の取り組みを引き続き実施するとともに、

水域の監視及び情報収集に努める。 

 また、採貝藻漁業者も、磯根資源の再生を図るため、漁場の清掃等を継続

して取り組むとともに、県水産振興センターと連携し、適切な種苗放流の実

施を継続する。 

（６）養殖生産の拡大 

 漁業者は、藻類養殖の取り組みを継続し、所得の向上を目指す。 

（７）海業による所得向上の取り組み 

 漁協と漁業者は、前年度の取り組みの反省を踏まえて協議を行う。また、

海業の試験的な取り組みを継続する。 

漁業コスト削減

のための取り組

み 

（１）経費削減の取り組み 

全漁業者は、漁場までの往復航行速度を毎時 2 ノット減速することとし、

燃油消費量の削減を図る。 

漁業者は船底清掃を行い、付着物を取り除くことで、燃費を良くし燃油消

費量の削減を図る。 

漁協は、燃油高騰の影響緩和による漁業経営の安定化を図るため、漁業経

営セーフティーネット構築事業への加入を促進する。 

 また、漁協は整備した上架施設を適切に管理・活用し、作業の効率化や安

全性の確保に努める。 

漁村の活性化

のための取り

組み 

（１）新規就業者や乗組員の確保のため新たな就業モデルの構築 

 漁協は、担い手の掘り起しを行うため、漁業スクール受講者や新規就業希

望者を対象に基礎的な漁業研修、就業後のフォローアップ等の就業モデル創

出の取り組みを引き続き実施する。 

（２）デジタル化人材の育成 

 漁協は、県と協力してデジタル化人材の育成のための研修等を引き続き実

施する。 
活用する支援措

置等 

水産業強化支援事業（国） 

漁村再生交付金事業（国） 

漁場生産力・水産多面的機能強化対策事業（国） 

経営体育成総合支援事業（国） 
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漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

 
 5 年目（令和 11 年度）所得向上目標（基準年比）11.36％ 

漁業収入向上の

ための取り組み 

（１）活締め・神経締めなどの鮮度保持による魚価の向上 

 定置網漁業者は、ヒラメ、マダイ、ヤリイカ等の活締め及び神経締め処理

の徹底を継続する。 

（２）ブランドを活用した魚価の向上 

 当該地区初のブランド魚種である「にかほ本ずわい」の知名度向上に向け

た PR を強化し、県内外への売り込みを継続する。また、漁協と漁業者は、ブ

ランド化した魚種に対して販売促進や知名度向上の取り組みを継続する。 

（３）活魚水槽を活用した出荷調整及び活魚出荷推進による魚価の向上 

 底びき網漁業者は、活魚水槽を活用した「にかほ本ずわい」やヒラメ等の

活魚出荷の増大の取り組みを継続する。 

（４）販売促進による魚価の向上 

 漁業者と漁協は、道の駅での販売や、直売、オンライン販売等の販路拡大

の取り組みを実施し、地産地消の取り組みや県産品の PR を継続する。また、

漁協は、整備したにかほ市の直売所を活用し、地元産海産物の直売を強化す

ることで、地産地消の取り組みや魚価の向上を図る。 

（５）漁場清掃、海底耕耘などの漁場環境整備への取り組み 

 底びき網漁業者は、漁場環境整備の取り組みを引き続き実施するとともに、

水域の監視及び情報収集に努める。 

 また、採貝藻漁業者も、磯根資源の再生を図るため、漁場の清掃等を継続

して取り組むとともに、県水産振興センターと連携し、適切な種苗放流の実

施を継続する。 

（６）養殖生産の拡大 

 漁業者は、藻類養殖の取り組みを継続し、所得の向上を目指す。 

（７）海業による所得向上の取り組み 

漁協と漁業者は、前年度までの反省点を改善し、本格的に海業の取り組み

を開始する。 

漁業コスト削減

のための取り組

み 

（１）経費削減の取り組み 

全漁業者は、漁場までの往復航行速度を毎時 2 ノット減速することとし、

燃油消費量の削減を図る。 

漁業者は船底清掃を行い、付着物を取り除くことで、燃費を良くし燃油消

費量の削減を図る。 

漁協は、燃油高騰の影響緩和による漁業経営の安定化を図るため、漁業経
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営セーフティーネット構築事業への加入を促進する。 

また、漁協は整備した上架施設を適切に管理・活用し、作業の効率化や安

全性の確保に努める。 

漁村の活性化

のための取り

組み 

（１）新規就業者や乗組員の確保のため新たな就業モデルの構築 

 漁協は、担い手の掘り起しを行うため、漁業スクール受講者や新規就業希

望者を対象に基礎的な漁業研修、就業後のフォローアップ等の就業モデル創

出の取り組みを引き続き実施する。 

（２）デジタル化人材の育成 

 漁協は、県と協力してデジタル化人材の育成のための研修等を引き続き実

施する。 
活用する支援措

置等 

水産業強化支援事業（国） 

漁村再生交付金事業（国） 

漁場生産力・水産多面的機能強化対策事業（国） 

経営体育成総合支援事業（国） 

漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

 
（５）関係機関との連携 

 秋田県・由利本荘市・にかほ市の各行政機関や漁業共済組合等の関係団体、更に地区商工会、

地区観光協会、JA 秋田しんせい、当該地域内外の飲食店、各宿泊施設、水産加工業者等あらゆ

る団体との連携を強化し、県産ブランド魚種の周知、地産地消の促進、観光業界における消費拡

大を図るものである。 

 
（６）取り組みの評価・分析の方法・実施体制 

委員会事務局がチェックシートを用いて浜プランの進捗状況を評価し、次年度の取り組みの改

善等につなげる。 

 
４ 目標 

（１）所得目標 

漁業者の所得の向上 

10％以上 

基準年 過去 5 ヶ年（R 元～R5）5 中 3 平均： 

 1 経営体あたり漁業者の所得     1,394 千円 

        うち漁業所得      1,394 千円 

目標年 令和 11 年度： 

 1 経営体あたり漁業者の所得     1,552 千円 

        うち漁業所得          1,552 千円 
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（２）上記の算出方法及びその妥当性 

  
 漁業者１人あたりの漁業所得額により目標を設定することとし、基準所得は令和元年度～令和

５年度の５中３平均とした。 

 目標所得は、収入については（１）活締め・神経締めなどの鮮度保持による魚価の向上、（２）

ブランドを活用した魚価の向上、（３）活魚水槽を活用した出荷調整及び活魚出荷推進による魚

価の向上の効果を、また、支出については、船底清掃及び減速航行の取組により見込まれる燃料

削減の効果をそれぞれ見積もり積算した。取組内容に即した現実的な計算を行っており、妥当な

目標設定であると判断した。 

 
（３）所得目標以外の成果目標 

 ①所得向上の取り組みに係る成果目標 

 
鮮度保持処理に取り組む魚

種の単価の向上（ヒラメ、マ

ダイ、アマダイ、ズワイガニ、

イワガキ） 

基準年 過去５年間（R 元～R5 5 中 3 平均）合計 1,091

円 

（ヒラメ：723 円、トラフグ：1,852 円、ズワイガ

ニ：3,098 円、ケガニ：3,262 円、ヤリイカ：1,171

円） 

目標年 令和 11 年度：1,200 円 

 
（ヒラメ：795 円、トラフグ：2,038 円、ズワイガ

ニ：3,408 円、ケガニ：3,588 円、ヤリイカ：1,564

円） 

 
 ②漁村活性化の取り組みに係る成果目標 

新規就業者数の増加 基準年 

 

過去 5 カ年（R 元～R5）平均： 

5.0 人 

目標年 令和 11 年度 

 6.0 人 

 
（４）上記の算出方法及びその妥当性 

前期浜プラン期間中、活〆技術の普及等による鮮度保持向上への取組を行っており、今期浜プ

ランにおいても、上記取組を継続実施し、単価の向上を目指す。過去５ヵ年の５中３平均 1,091

円を基準年とし、最終年度平均単価 1,200 円を目指す。 

 

過去の新規漁業就業者数は、令和元～令和５年度の平均は 5.0人となっている。漁業研修

などの取組を継続するとともに、１人１人にあった就業スタイルの構築のサポートをするこ
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とで令和１１年度には 6.0人以上の新規就業者の確保を目指す。 

 
５ 関連施策 

  活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

水産業強化支援事業（国） 漁船上架施設の整備 

漁村再生交付金事業（国） 海底耕耘による底質改善 

漁場生産力・水産多面的機能強化

対策事業（国） 

種苗放流、漂着・堆積物除去 

経営体育成総合支援事業（国） 新規就業者確保のための環境整備 

漁業経営セーフティーネット構

築事業（国） 

燃油高騰に備え、漁業コストの削減 

ALPS 基金（国） ALPS 処理水海洋放出の影響のある漁業者への支援 

 



秋田県地域水産業再生委員会規約

平成 26 年 3 月 10 日制定

第１章 総則

（名称）

第１条 この協議会は、秋田県地域水産業再生委員会（以下「再生委員会」という。）という。

（事務所）

第２条 再生委員会は、主たる事務所を住所秋田県秋田市土崎港西一丁目５番１１号の秋田県漁

業協同組合内に置く。

（目的）

第３条 再生委員会は、秋田県地域の活性化を図ることを目的とする浜の活力再生プランの策定

から実施に至るまで、行政や漁業者団体等の連携の下、各種取組を実施するとともに、プラン

策定に際して「浜の活力再生プラン」策定推進事業を実施する。

（事業）

第４条 再生委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

一 浜の活力再生プランの策定に関すること。

二 浜の活力再生プランに掲げる取組みに関すること。

三 「浜の活力再生プラン」策定推進事業に関すること。

四 その他前号事業に附帯する事項に関すること。

第２章 会員等

（再生委員会の会員）

第５条 再生委員会は、次の各号に掲げる者を会員とし、会員によって組織する。また、会員会

議によって承認された者は会員となることができる。

一 秋田県八峰町、男鹿市、潟上市、由利本荘市、にかほ市

二 秋田県漁業協同組合

三 秋田県水産漁港課

四 秋田県水産振興センター

（届出）

第６条 会員は、その名称、所在地及び代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく再生委員

会にその旨を届け出なければならない。

第３章 役員等

（役員の定数及び選任）

第７条 再生委員会に次の役員を置く。

一 会 長 １名

二 副会長 ２名

三 監 事 １名

２ 前項の役員は、第５条の会員の中から会員会議において選任する。

３ 会長及び副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。

（役員の任期）

第８条 役員の任期は３年とする。



（役員の職務）

第９条 会長は、会務を総理し、再生委員会を代表する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは

その職務を行う。

３ 監事は、次の各号に揚げる業務を行う。

一 再生委員会の業務執行及び会計の状況を監査すること。

二 前号において不正な事実を発見したときは、これを会員会議に報告すること。

三 前号の報告をするために必要があるときは、会員会議を招集すること。

（役員の報酬）

第１０条 役員は、無報酬とする。

第４章 再生委員会の運営

（再生委員会）

第１１条 再生委員会には、会員で構成する「会員会議」と会員の実務者で構成する「担当者会」

を置く。

（会員会議）

第１２条 会員会議は、必要に応じ会長が招集する。

２ 会員会議の招集は、少なくともその開催の７日前までに、会議の日時、場所、目的及び協議

事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。

３ 会員会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。

一 浜の活力再生プランの内容に関すること。

二 再生委員会規約の改廃に関すること。

三 その他再生委員会の運営に関する重要な事項に関すること。

（会員会議の議決方法等）

第１３条 会員会議の議長には会長が当たる。

２ 会員会議の議決は、会員の過半が出席し、出席者の過半数の賛成をもって決する。

３ 議決にあたり、浜の活力再生プランの対象となる漁業者やプランに基づく取組みに関連する

関係者の意見を十分配慮することとする。

（書面又は代理人による表決）

第１４条 やむを得ない理由により会員会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項

につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

２ 前項の書面は、会員会議の開催の日の前日までに再生委員会に到着しないときは、無効とす

る。

３ 第１項の代理人は、代理権を証する書面を再生委員会に提出しなければならない。

４ 前条第２項の規定の適用については、第１項の規定により議決権を行使した者は、会員会議

に出席したものとみなす。

（担当者会）

第１５条 担当者会は、必要に応じ事務局の長が招集する。

２ 担当者会では、会員会議で協議すべき事項の事前調整、事業の推進及び再生委員会の運営に

関する事項ついて協議する。

第５章 事務局等

（事務局）

第１６条 会員会議の決定に基づき再生委員会の業務を執行するため、事務局を置く。

２ 事務局は、秋田県漁業協同組合がその責務を負う。



（備考）

第２項の事務局の設定に当たっては、地域の実情を踏まえ、関係者が十分協議する。市町

村、都道府県においても会員である場合は事務局を置くことができる。

３ 再生委員会は、業務の適正な執行のため、事務局長を置く。

４ 事務局長は、第２項の団体の役職者から再生委員会会長が任命する。

５ 再生委員会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する。

（備考）

事務局は、会員であって適切な経理処理能力を有する者を設定すること。

（業務の執行）

第１７条 再生委員会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号

に掲げる規程による。

一 事務処理規程

二 文書取扱規程

三 公印取扱規程

四 会計処理規程

（書類及び帳簿の備え付け）

第１８条 再生委員会は、第２条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかな

ければならない。

一 再生委員会規約

二 役員等の氏名及び住所を記載した書面

三 事業実施に係る収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿

（事業年度）

第１９条 再生委員会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（運営経費）

第２０条 再生委員会の運営経費については、国からの助成のほか、秋田県漁業協同組合が負担

することとし、必要に応じ会員の協議により会員に応分の負担を求めることができるものとす

る。

（備考）

運営経費の負担については、会員であれば負担することができるものとする。

第６章 雑則

（細則）

第２１条 「浜の活力再生プラン」策定推進事業実施要綱（平成 26 年 2 月 6 日付け 25水港第 2657

号農林水産事務次官依命通知）、「浜の活力再生プラン」策定推進事業実施要領（平成 26 年 2

月 6日付け 25水港第 2659 号水産庁長官通知）及び「浜の活力再生プラン」策定推進事業交付

要綱（平成 26年 2 月 6 日付け 25 水港第 2658 号農林水産事務次官依命通知）その他この規約に

定めるもののほか、再生委員会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。

附 則

１ この規約は、平成 26年 3月 10 日から施行する。

２ 本再生委員会の設立初年度の事業年度については、第 18 条の規定にかかわらず、この規約の

施行の日から翌年 3月 31 日までとする。

平成 27年 3月 24 日 一部改正

平成 27年 8月 11 日 一部改正





秋田県地域水産業再生委員会文書取扱規程

平成 26年 3月 10日制定

（目的）

第１条 この規程は、秋田県地域水産業再生委員会（以下「再生委員会」という。）における文書

の取扱いについて必要な事項を定め、文書による事務の処理を適正、かつ、能率的にすること

を目的とする。

（文書の処理及び取扱いの原則）

第２条 再生委員会における事務処理は、軽易なものを除きすべて文書をもって行わなければな

らない。

２ ファクシミリ、電子メールその他で照会、回答、報告又は打合せを行ったときは、第３項、

第１６条、第２２条又は第２３条に準じて処理するものとする。

３ 文書は、事案の当初から完結までのものを一括して綴るものとし、これによることができな

い場合には、関連するそれぞれの文書の所在を明らかにする等の措置を講じなければならない。

第３条 文書の取扱いに当たっては、その迅速と正確を期し、かつ、機密を重んじ常に関係者間

の連絡に遺漏のないように努め、これを保管する場合は、常にその所在を明確にしておかなけ

ればならない。

（文書の発行名義人）

第４条 文書の発行名義人は、会長及び事務局長とする。ただし、事務連絡等の軽微な文書につ

いては、この限りではない。

（文書管理責任者）

第５条 文書管理責任者は、事務局長とする。

（文書に関する帳簿）

第６条 文書に関する帳簿として次の各号に揚げるものを備え置くものとする。

一 文書登録簿

二 簡易文書整理簿

三 文書保存簿

（文書の接受及び配布）

第７条 会長あて及び事務局長あての封書については、開封し、事務を担当する者に配布する。

この場合において、その内容が緊急、かつ、適正に処理を要するものについては、会長が別に

定める受付印を押印の上、事務を担当する者あてに配布する。

２ 前項を除くほか、特定の名義人あての封書については、そのまま当該名義人あてに配布し、

当該名義人は開封の上、その内容が前項に準じるもので必要と認める場合には、受付印を押印

するものとする。

（文書の登録）

第８条 文書の接受又は発議により起案した文書（以下「起案文書」という。）は、第６条第１号

の文書登録簿に登録する。

２ 前項の登録は、当該文書の件名、差出人、文書番号、接受年月日、登録年月日その他必要な

事項を記載するものとする。



３ 軽微な通知、照会等簡易な内容の文書及び発行名義人が事務局長に係る文書は、前２項の規

定にかかわらず、第６条第２号の簡易文書整理簿に所要事項を登録して整理するものとする。

（起案）

第９条 文書は、事案ごとに起案するものとする。ただし、２件以上の事案で、その間に相互に

関連のあるものについては、これらを１件とみなし、一つの起案により処理することができる。

２ 接受した文書について、特別な事情のあるものを除き、接受の日から７日以内に起案しなけ

ればならない。

３ 文書の起案をするときは、会長が別に定める起案用紙を用いるとともに、起案年月日、決裁

年月日、施行年月日等を必ず記入しなければならない。

（文書の決裁）

第１０条 起案文書には、その決裁に係る事項について処理案の要旨及び理由を記述した伺文を

記載するものとする。ただし、供覧に係る文書その他決裁に係る事項が軽微なものであるとき

は、この限りではない。

（決裁の順序）

第１１条 起案文書の決裁の順序は、起案者、事務局長、会長（以下「決裁権者」と総称する。）

の順序とする。

（後伺い）

第１２条 決裁権者が不在であって、かつ、緊急を要する場合には、最終決裁権者（会長又は第

１４条の規定により専決処理することが認められた者をいう。）を除き、当該決裁権者の決裁を

後伺いとして処理できる。

（文書の専決）

第１３条 起案文書は、会長が別に定めるところにより文書の専決処理にすることができる。

（文書の代決）

第１４条 副会長は、特に必要を認められる場合には、会長の代決をすることができる。

（供覧文書）

第１５条 供覧に係る文書については、起案文書によらず、接受した文書の余白にゴム印による

決裁欄を設けて供覧することとして、差し支えない。

（文書番号）

第１６条 文書番号は、秋田県再生委員会発第 号とする。

２ 文書番号は、再生委員会規約に定める事業年度ごとに起番するものとする。

（文書の施行）

第１７条 起案文書の施行に当たっては、第６条第１号の文書登録簿又は同条第２号簡易文書整

理簿に所要事項を記入し、当該文書の発行名義人の公印を押印するものとする。ただし、再生

委員会公印取扱規程第８条の公印管理責任者が公印の押印を必要としないものと認めた場合は、

当該文書に公印省略の表示をし、公印の押印を省略することができるものとする。

２ 再生委員会公印取扱規程第１１条の契印は、誤りのないことを確認した上で行うものとする。

（発送）

第１８条 文書の発送は、通常郵便物によるほか、第５条第１項の文書管理責任者の指示を受け

て速達、書留その他特殊扱いにすることができる。



第１９条 前条の規定にかかわらず、再生委員会の近傍に所在する関係機関等あてに文書を発送

する場合には、使送によることができる。

（文書の完結）

第２０条 起案文書の決裁又は発送が終了したことにより、当該文書に係る事案が終了したとき

は、第６条第１号の文書登録簿又は同条第２号の簡易文書整理簿に完結の旨を記入することと

する。

（保存期間）

第２１条 文書の保存期間は、次のとおりとする。

（類別区分） （保存期間）

第１類 ８年

第２類 ５年

第３類 ３年

第４類 １年

２ 文書の保存期間は、文書が完結した時点から起算する。

３ 類別区分の標準は、会長が別に定めるところによるものとする。

（文書の廃棄）

第２２条 文書で保存期間を経過したものは、第６条第３号の文書保存簿から削除し、廃棄する

ものとする。ただし、保存期間を経過した後も、なお、保存の必要があるものについては、こ

の旨を第６条第３号の文書保存簿に記入し、保存しておくことができる。

（雑則）

第２３条 再生委員会規約及びこの規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項

は、会長が定める。

附 則

この規程は、平成 26年 3月 10日から施行する。

（参考）

文書等の標準的な保存分類

再生委員会の会長が定める文書等の標準的な保存分類等については、以下を参考に定めること。



（注）再生委員会が必要と認めた場合は、上記の標準保存期間以上の保存期間を定めることが

できる。

類別 文書

第１類 ・浜の活力再生プラン及び達成状況報告書

第２類

・再生委員会の設置に関する承認文書

・再生委員会規約及びその他の規程並びに再生委員会規約の変更に関する文書

・会員会議に関する文書

・役員に関する名簿及び文書

・会員に関する名簿及び文書

・再生委員会が行う事業の実施に関する文書（補助金に係る収入及び収支に係る帳

簿並びに証拠書類等）

・その他再生委員会が定める重要な文書

第３類

・再生委員会の業務に関する文書

・文書の収受又は発送に関する文書

・その他再生委員会が第１類及び第２類に準じる文書として定める文書

第４類 ・第１類、第２類及び第３類以外の軽微な内容の文書



秋田県地域水産業再生委員会会計処理規程

平成 26年 3月 10日制定

第１章 総則

（目的）

第１条 この規程は、秋田県地域水産業再生委員会（以下「再生委員会」という。）の会計の処理

に関する基準を確立して、再生委員会の業務の適正、かつ、能率的な運営と予算の適正な実施

を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条 再生委員会の会計業務に関しては、「浜の活再生プラン」策定推進事業実施要綱（平成 26
年 2月 6日付け 25水港第 2657号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）、「浜
の活力再生プラン」策定推進事業実施要領（平成 26年 2月 6日付け 25水港第 2659号水産庁
長官通知。以下「実施要領」という。）、「浜の活力再生プラン」策定推進事業交付要綱（平成 26
年 2月 6日付け 25水港第 2658号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。）及
び秋田県地域水産業再生委員会規約（以下「再生委員会規約」という。）に定めるもののほか、

この規程の定めるところによるものとする。

（会計原則）

第３条 再生委員会の会計は、次の各号に掲げる原則に適合するものでなければならない。

一 再生委員会の会計処理に関し、真実な内容を明瞭に表示すること。

二 すべての取引について、正確な記帳整理をすること。

三 会計の処理方法及び手続きについて、みだりにこれを変更しないこと。

（会計区分）

第４条 再生委員会の会計区分は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ区分して経理する。

一 「浜の活力再生プラン」策定推進事業会計

二 漁業経営セーフティーネット構築事業会計

２ 再生委員会の業務遂行上必要のある場合は、前項の会計と区分して特別会計を設けることが

できるものとする。

（口座の開設）

第５条 前条に関する口座は、秋田銀行に開設するものとする。

（会計年度）

第６条 再生委員会の会計年度は、協議会規約に定める事業年度に従い毎年４月１日から翌年３

月３１日までとする。ただし、再生委員会が設立された当初の会計年度については、設立会員

会議の日から翌年の３月３１日までとする。

２ 再生委員会の出納は、翌年度の４月３０日をもって閉鎖する。

（出納責任者）

第７条 出納責任者は、会長とする。

（経理責任者）

第８条 経理責任者を置くこととし、経理責任者は、文書管理責任者を兼務することができる。



（帳簿書類の保存及び処分）

第９条 会計帳簿、会計伝票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げるものとする。

一 予算及び決算書類 永久

二 会計帳簿及び会計伝票 １０年

三 証憑（領収書その他会計伝票の正当性を立証する書類をいう。以下同じ。） １０年

四 その他の書類 ５年

（備考）

１ 第１項は、文書等の標準的な保存分類等を参考に規定する。ただし、５年を下回ることはで

きない。

２ 前項各号の保存期間は、決算完結の日から起算する。

３ 第１項各号に掲げる会計帳簿、会計伝票その他の書類を廃棄する場合には、あらかじめ、第

８条第１項の経理責任者の指示又は承認を受けるものとする。

４ 前項において個人情報が記録されている会計帳簿、会計伝票その他の書類を廃棄する場合に

は裁断、焼却その他復元不可能な方法により廃棄しなければならない。

第２章 勘定科目及び会計帳簿類

（勘定科目）

第１０条 収入及び支出の状況及び財政状態を的確に把握するため必要な勘定科目を設ける。

２ 各勘定科目の名称、配列及び内容については、会長が別に定める。

（勘定処理の原則）

第１１条 勘定処理を行うに当たっては、次の各号に掲げる原則に留意しなければならない。

一 すべての収入及び支出は、予算に基づいて処理すること。

二 収入と支出は、相殺してはならないこと。

三 その他一般に公正妥当と認められた会計処理の基準に準拠して行うこと。

（会計帳簿）

第１２条 会計帳簿は、次の各号に掲げるものとする。

一 主要簿

① 仕訳帳

② 総勘定元帳

二 補助簿

２ 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代えることができる。

３ 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票及び総勘定元帳と有機的関連

のもとに作成しなければならない。

４ 総勘定元帳及び補助簿の様式は会長が別に定める。

（会計伝票）

第１３条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。

２ 会計伝票は、次の各号に掲げるものとし、その様式は、会長が別に定める。

一 入金伝票

二 出金伝票

三 振替伝票

３ 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑とともに保存する。

４ 会計伝票は、作成者が押印した上で、第８条第１項の経理責任者の承認印を受けるものとす

る。



（記帳）

第１４条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。

２ 補助簿は、会計伝票又は証憑に基づいて記帳しなければならない。

（会計帳簿の更新）

第１５条 会計帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。

第３章 予算

（予算の目的）

第１６条 予算は、会計年度の事業活動を明確な計数でもって表示することにより収支の合理的

規制を行い、事業の円滑適正な運営を図ることを目的とする。

（年度事業計画及び収支予算の作成）

第１７条 年度事業計画及び収支予算は、会計区分ごとに作成し、担当者会の承認を得た後、会

員会議の議決を得てこれを定める。

（予算の実施）

第１８条 予算の執行者は、会長とする。

（予算の流用）

第１９条 予算は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。

第４章 出納

（金銭の範囲）

第２０条 この規程において、「金銭」とは現金及び預貯金をいい、「現金」とは通貨のほか、郵

便為替証書、為替貯金証書及び官公署の支払通知書をいう。

（金銭出納の明確化）

第２１条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記

録し、常に金銭の残高を明確しなければならない。

２ 金銭の出納は、会計伝票によって行わなければならない。

（金銭の収納）

第２２条 金銭を収納したときは、会長が別に定める様式の領収証を発行しなければならない。

２ 入金先の要求その他の事由より、前項の様式によらない領収証を発行する必要があるときは、

第８条第１項の経理責任者の承認を得てこれを行う。

３ 金融機関への振込の方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証を

発行しないものとする。

（支払方法）

第２３条 出納の事務を行う者が金銭の支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を

証する書類に基づき、第８条第１項の経理責任者の承認を得て行うものとする。

２ 支払は、金融機関への振込により行うものとする。ただし、小口払その他これによりがたい

場合として第８条第１項の経理責任者が認めた支払のときには、この限りでない。

（支払期日）

第２４条 金銭の支払は、毎月末とする。ただし、随時払の必要のあるもの及び定期払のものに

ついては、この限りではない。



（領収証の徴収）

第２５条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領

収証の徴収が困難な場合には、別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる。

２ 金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって支

払先の領収証に代えることができる。

（預貯金証書等の保管）

第２６条 預貯金証書又は預貯金通帳については、所定の金庫に保管し、又は金融機関等に保護

預けをするものとする。

（金銭の過不足）

第２７条 出納の事務を行う者は、預貯金の残高を証明できる書類によりその残高と帳簿残高と

の照合を行うとともに、金銭に過不足が生じたときは、遅滞なく第８条第１項の経理責任者に

報告し、その指示を受けるものとする。

第５章 物品

（物品の定義）

第２８条 物品とは、消耗品並びに耐用年数１年以上の器具及び備品をいう。

（物品の購入）

第２９条 前条の物品の購入について、稟議書に見積書を添付し、第８条第１項の経理責任者を

経て、会長の決裁を受けなければならない。ただし、１件の購入金額が２０万円未満のときは、

事務局長の専決処理とすることができる。

（物品の照合）

第３０条 出納の事務を行う者は、耐用年数１年以上の器具及び備品について、備品台帳を設け

て保全状況及び移動について所要の記録を行うとともに、その移動又は滅失及び損があった場

合は、第８条第１項の経理責任者に通知しなければならない。

２ 第８条第１項の経理責任者は、事業年度中に１回以上、現物照合し、差異がある場合は、所

定の手続を経て、前項の備品台帳の整備を行わなければならない。

（規定の準用）

第３１条 再生委員会の運営に必要な経費であって、会議費等軽微なものの支出については、第

２９条の規定を準用する。

第６章 決算

（決算の目的）

第３２条 決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、当該期

末の財政状態を明らかにすることを目的とする。

（決算の種類）

第３３条 決算は、毎半期末の半期決算と毎年３月末の年度決算に区分する。

（半期決算）

第３４条 第８条第１項の経理責任者は、毎半期末に会計記録を整理し、次の各号に掲げる計算

書類を作成して翌月の１５日までに事務局長を経て会長に報告しなければならない。

一 合計残高試算表

二 予算対比収支計算書



（財務諸表の作成）

第３５条 第８条第１項の経理責任者は、事業年度終了後速やかに年度決算に必要な整理を行い、

次の各号に掲げる計算書類を作成し、会長に報告しなければならない。

一 収支計算書

二 正味財産増減計算書

三 貸借対照表

四 財産目録

（年度決算の確定）

第３６条 会長は前条の計算書類に基づいて監事の監査を受けた後、当該計算書類に監事の意見

書を添えて会員会議に提出し、その承認を受けて年度決算を確定する。

第７章 雑則

第３８条 実施要綱、実施要領、交付要綱、再生委員会規約及びこの規程に定めるもののほか、

この規程の実施に関し必要な事項は、担当者会の承認を得た後、会長が定める。

附 則

この規程は、平成 26年 3月 10日から施行する。



秋田県地域水産業再生委員会公印取扱規程

平成 26年 3月 10日制定

（趣旨）

第１条 秋田県地域水産業再生委員会（以下「再生委員会」という。）における公印の取扱いにつ

いては、この規程の定めるところによる。

（定義）

第２条 この規程において「公印」とは、再生委員会の業務遂行上作成された文書に使用する印

章で、それを押印することにより、当該文書が真正なものであることを認証することを目的と

するものをいう。

（種類及び名称）

第３条 公印の種類は、次の各号に掲げるものとする。

一 協議会印 「秋田県地域水産業再生委員会」の名所を彫刻

二 職務印

イ 会長印 「秋田県地域水産業再生委員会会長」の名称を彫刻

ロ 事務局長印 「秋田県地域水産業再生委員会事務局長」の名称を彫刻

（公印の形状、寸法等）

第４条 公印の寸法は、次の各号に掲げるものとし、その字体及び材質は、会長が別に定める。

一 再生委員会印 ２５mm平方
二 職務印

イ 会長印 ２３mm平方
ロ 事務局長印 ２０mm平方

（登録）

第５条 会長は、公印を新たに調製し、再製し、又は改印したときは、その印影を公印登録簿に

登録しなければならない。

（交付）

第６条 会長は、前条の規定により公印の登録を終えたときは、直ちにその公印を第８条第１項

の公印管理責任者に交付しなければならない。

（返納）

第７条 公印が不用となり、又は破損若しくは減耗して使用ができなくなったときは、次条の公

印管理責任者は、直ちに会長に返納しなければならない。

２ 会長は、前項の公印の返納を受けたときは、１年間保管し、その期間が満了した後、廃棄す

る。

３ 公印が廃棄されたときは、遅滞なく、第５条の登録を抹消するものとする。

（公印管理責任者）

第８条 公印の適切な使用及び管理を図るため、公印管理責任者を置く。

２ 前項の公印管理責任者は、事務局長とする。



（管守）

第９条 前条第１項の公印管理責任者は、公印が適切に使用されるよう管理するとともに、公印

が使用されないときは、金庫その他の確実な保管設備のあるものに格納し、これに施錠の上、

厳重に保管しなければならない。

２ 前条第１項の公印管理責任者は、第５条の公印登録簿を厳重に保管しなければならない。

（押印）

第１０条 公印の押印は、原則として、会長又はその委任を受けた者の指示により第８条第１項

の公印管理責任者が行うものとする。

２ 第８条第１項の公印管理責任者が出張若しくは休暇その他により不在の場合又は秘密を要す

る文書に押印する必要がある場合等特別の事情がある場合に限り、前項の規定にかかわらず、

会長の指名する者が行うものとする。

（使用範囲）

第１１条 公印は、決裁が終了した文書を施行するときに限り使用するものとする。なお、補助

金の請求又は交付に関する文書その他特に必要と認める文書については、当該文書とその原議

にわたって、会長が別に定める契印を押印した上で使用するものとする。

附 則

この規程は、平成 26年 3月 10日から施行する。



秋田県地域水産業再生委員会事務処理規程

平成 26年 3月 10日制定

（目的）

第１条 この規程は、秋田県地域水産業再生委員会（以下「再生委員会」という。）における事務

の取扱いについて必要な事項を定め、事務処理を適正、かつ、能率的に行うことを目的とする。

（事務処理の原則）

第２条 再生委員会の事務処理に当たっては、迅速、正確を期し、かつ、機密を重んじ関係者間

の連絡に遺漏のないように努め、責任の所在を明らかにしておかなければならない。

（事務処理の総括）

第３条 再生委員会の事務処理は、事務局長が総括する。

（雑則）

第４条 再生委員会規約及びこの規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、

会長が定める。

附 則

この規程は、平成 26年 3月 10日から施行する。



秋田県地域水産業再生委員会組織図

北部部会

各漁業代表者
漁協女性部
八峰町
白神八峰商工会
水産振興センター

中央部会

各漁業代表者
男鹿市
潟上市
天王の風
各種関係団体
水産振興センター

南部部会

各漁業代表者
由利本荘市
にかほ市
各種関係団体
水産振興センター

Ｈ２８．３．３０設立

再生委員会（秋田県漁協本所）

構成員 秋田県漁業協同組合・秋田県水産漁港課・秋田県水産振興センター

八峰町・男鹿市・潟上市・由利本荘市・にかほ市
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